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「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（以下、高齢者虐

待防止法）が平成 18 年 4 月に施行されて以降、厚生労働省は市区町村・都道府県を対象

に同法に基づく対応状況等に関する調査（以下、法に基づく対応状況調査）を行ってきま

した。 

この調査では、高齢者虐待の結果、被害者が死亡に至った事案が、割合としては少ない

ながら確実に発生していることが確認されています。加えて、死に至らなくとも、虐待等

の被害を受けた高齢者が重篤な状態で発見される事案も相次いでいます。また、いわゆる

「介護殺人」等と表現される事案の中には、必ずしもこの調査に計上されていないものも

あり、事態はより深刻である可能性は高いと考えられます。さらに、介護・看護疲れを理

由とした自殺者も年間 250 人前後生じています。 

高齢者を介護する生活の中で当事者が死に至る事態、虐待等によって重篤な結果をみる

事態が存在することは、我が国の社会において共有すべき大きな問題であり、現状を明ら

かにし、防止や対策をはかるべき喫緊の課題です。 

このような状況に対して、本事業においては、①過去の虐待等による死亡事例に対して

国が実施する再調査及び追加調査の提案及び分析、②法に基づく対応状況調査データにお

ける、死亡に至らないが重篤な結果となった事例（重篤事案）に関する再分析を実施し、

それらの結果を踏まえて、③事後検証・検証結果活用の指針となる内容のとりまとめと資

料化を行いました（老人保健事業推進費等補助金事業「高齢者虐待における重篤事案等に

かかる個別事例についての調査研究事業」）。また、資料化した指針は、成果物冊子「高

齢者虐待における重篤事案 ～特徴と検証の指針～」としてとりまとめております。本報

告書と併せてご活用ください。 

本事業の成果が、この問題に向き合い、取り組みを進めていくための端緒となれば幸い

です。 
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